
独
立
監
査
人
の
監
査
報
告
書

令
和
7
年
6
月
1
2
日

国
立
大
学
法
人
旭
川
医
科
大
学

学
長
 
西
川
 
祐
司
 
殿

ア
ー
ク
有
限
責
任
監
査
法
人

札
幌
オ
フ
ィ
ス

指
定
有
限
責
任
社
員

業
務
執
行
社
員

指
定
有
限
責
任
社
員

業
務
執
行
社
員

公
認
会
計
士
井
上
春
海

公
会
計
士
 
小
修
一

<
財
務
諸
表
監
査
>

監
查
意
見

当
監
査
法
人
は
、
国
立
大
学
法
人
法
第
3
5
条
の
2
に
お
い
て
準
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
(
以
下
「
準

用
通
則
法
」
と
い
う
。
)
第
3
9
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
旭
川
医
科
大
学
の
令
和
6
年
4
月
1
日
か

ら
令
和
7
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
第
2
1
 
期
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
 
(
利
益
の
処
分
に
関
す
る
書
類
 
(
案
)
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
)
、
す
な
わ
ち
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
、
重
要
な
会
計
方
針
、
そ
の
他
の
注
記
及
び
附
属
明
細
書
(
関
連
公
益
法
人
等
の
計
算
書
類
及
び
事
業
報

告
書
等
に
基
づ
き
記
載
し
て
い
る
部
分
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
監
査
を
行
っ
た
。

当
監
査
法
人
は
、
上
記
の
財
務
諸
表
が
、
我
が
国
に
お
い
て
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
国
立
大
学
法
人

等
の
会
計
の
基
準
に
準
拠
し
て
、
国
立
大
学
法
人
旭
川
医
科
大
学
の
令
和
7
年
3
月
3
1
日
現
在
の
財
政
状
態
並

び
に
同
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
事
業
年
度
の
運
営
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
、
全
て
の
重
要
な

点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
。

監
査
意
見
の
根
拠

当
監
査
法
人
は
、
我
が
国
に
お
い
て
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
国
立
大
学
法
人
等
の
監
査
の
基
準
に

準
拠
し
て
監
査
を
行
っ
た
。
国
立
大
学
法
人
等
の
監
査
の
基
準
に
お
け
る
当
監
査
法
人
の
責
任
は
、
「
財
務
諸
表

監
査
に
お
け
る
会
計
監
査
人
の
責
任
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
当
監
査
法
人
は
、
我
が
国
に
お
け
る
職
業
倫
理
に

関
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
国
立
大
学
法
人
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
ま
た
、
会
計
監
査
人
と
し
て
の
そ
の
他
の
倫
理

上
の
責
任
を
果
た
し
て
い
る
。
当
監
査
法
人
は
、
意
見
表
明
の
基
礎
と
な
る
十
分
か
つ
適
切
な
監
査
証
拠
を
入
手

し
た
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
基
礎
に
は
、
当
監
査
法
人
が
監
査
を
実
施
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
財
務
諸
表
に

重
要
な
虚
偽
表
示
を
も
た
ら
す
学
長
又
は
そ
の
他
の
役
員
若
し
く
は
職
員
に
よ
る
不
正
及
び
誤
謬
並
び
に
違
法

行
為
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
事
実
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
、
当
監
査
法
人
が
実
施
し
た
監
査
は
、
財








